
 
議案第８９号  

入間市手数料の特例に関する条例  
条例 別記のとおり     令和３年１１月３０日提出  

入間市長  杉 島 理一郎         提 案 理 由   個人番号カードを使用し、多機能端末機により交付申請する証明書の手数料について、一
定期間減額したいので、この案を提出するものである。 



入間市手数料の特例に関する条例   令和４年２月１日から令和５年３月３１日までの間、個人番号カード（行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条

第７項に規定する個人番号カードをいい、有効期間内であって、かつ、電子署名等に係る地

方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２

条第１項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。）の交付を受けている

者が、多機能端末機（本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した端末機であっ

て、使用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有する

ものをいう。）に、当該個人番号カードを使用して暗証番号その他必要な事項を入力すること

により、交付の申請を行う場合の入間市手数料条例（昭和４２年条例第１６号）別表１の項、

５の項、１１の項、１７の項及び２１の項に規定する手数料については、１０円とする。    附 則 
１ この条例は、令和４年２月１日から施行する。 
２ この条例は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。 


